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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

平成３０年７月３１日神山町農業委員会を

神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席農業委員は次のとおり（１２人）

１番 相原 利章 ２番 佐々木 善兼 ３番 井上 善司

４番 森 三千子 ５番 武市 佐市 ６番 田中 一重

７番 河野 宏吉 ８番 森 昌槻 ９番 森本 孝夫

１１番 加藤 宏行 １２番 竹本 公三 １３番 田中 久博

・欠席委員 １０番 中西 隆子

・出席農地利用最適化推進委員は次のとおり（５人）

広野地区 一宮 美行 鬼籠野地区 河野 一弥

神領地区 新宅 由行 下分、左右内、上分地区 粟飯原充志

下分、左右内、上分地区 上田 一夫

・本会議に出席した職員は次のとおり

事務局長 相原 英夫 主査 阿部 公成 業務員 藤井 康弘

１．開会

局長「定刻が参りましたので、農業委員会を開会していただきたいと思います。本

日は、１０番中西委員さんより欠席の連絡がありましたので報告させていただきま

す。１３名中１２名の方に参加いただいており、定数に達しておりますので総会が

成立しておりますことをご報告いたします。

また、本日は後藤町長、大野副町長ともに公務のため、欠席との連絡がありまし

たのでご報告させていただきます。

それでは、田中会長に挨拶をお願いいたします。」

（田中会長挨拶）

局長「ありがとうございました。ここからは神山町農業委員会会議規則第５条によ

り、田中会長に議長を務めて頂き、以降の議事進行をお願いいたします。」

２．開会宣言
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会長「それではただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

（午後２時２０分）

３．議事日程報告

議長「それでは本日の議事日程を報告いたします。本日の会議の議事日程はお配り

してある議事日程表のとおりでございます。」

日程第１ 議事録署名委員の指名について

日程第２ 議案第１０号 非農地証明願について

日程第３ 議案第１１号 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第４ 議案第１２号 農地利用最適化推進委員の選任について

議長「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長 「神山町農業委員会会議規則第１８条により議事録署名者を指名いたします。

２番佐々木委員さん、３番井上委員さんにお願いいたします。なお、本日の会議書

記には事務局職員の阿部主査を指名いたします。」

５. 議案第１０号について

議長「議案第１０号非農地証明願いについてを議題とします。それでは、事務局に

議案の朗読をお願いいたします。」

局長「議案書の３ページ・４ページをご覧ください。」

（議案朗読）

議長「それでは、事務局より受付番号６番について説明をお願いいたします。」

局長「説明をいたします。本件の申請者●●●●●さんの農地が山林となっている

９筆について、地目変更の相談があり、非農地証明願での申請となりました。

５ページから１３ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題は

ありません。
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申請地の場所についてですが、１４ページに位置図、１５・１６ページに公図を

添付しております。●●●の●●●●●さん宅の北側に位置しています。

１７ページから１９ページには現況写真を添付しております。２０ページ２１ペ

ージには非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日以前に撮影された航

空写真を添付しております。当時申請地が既に山林となっていることがわかります

ので、申請地が２０年以上非農地化していることが確認できます。

２２ページには始末書を添付しています。受付番号６番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の１１番加藤委員さんから、現地調査

の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

加藤委員「現地で確認して参りました。２０年以上耕作がされていないということ

で元梅畑の面影だけは、残っていましたが、農道して使える道もなく非常に険しい

所を通らなければいけない場所で現状として山林であることを確認して参りました。

したがって申請について問題ないかと思います。よろしくお願い致します。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号７番について事務局から説明をお

願いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。本件は申請者の●●●●さんから、既に宅地

となっている農地があるために相談があり、非農地証明願での申請となりました。

２３ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題はありません。

申請地の場所についてですが、２４ページに位置図、２５ページに公図を添付し

ております。申請地は●●の●●●●さんの屋敷の北側になります。

２６ページは現況写真を添付しており、既に宅地化していることが確認できます。

２７ページと２８ページには非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１

日に撮影された航空写真を添付しております。当時申請地が既に宅地となっている

ことがわかりますので、申請地が２０年以上非農地化していることが確認できます。

２９ページには始末書を添付しています。受付番号７番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の１２番竹本委員さんから、現地調査

の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

竹本委員「この案件につきまして何回も現地を確認しております。場所は●●で２

５年前くらいに家を建てたようです。その当時農業委員会に届出を出さなければい

けない認識がなかったと思われます。その土地の一部に墓地があり現在は移転され

ています。何も問題ないかと思われます。よろしくお願い致します。」
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議長「ありがとうございました。続いて受付番号８番について事務局から説明をお

願いいたします。」

局長「説明をいたします。本件は申請者の●●●●●さんから、既に山林となって

いる農地があるため相談があり、地目変更するよう指導し、今回の非農地証明願で

の申請となりました。

３０ページから３２ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題

はありません。

申請地の場所についてですが、３３ページに位置図、３４ページ３５ページに公

図を添付しております。公図に●●●番の表示がないため、旧公図を３６ページに

添付しております。申請地は●●●●●さん宅の西側と東側に位置しています。

３７ページ３８ページには現況写真を添付しており、既に山林化していることが

確認できます。

３９ページと４０ページには非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１

日以前に撮影された航空写真を添付しております。当時申請地が既に山林となって

いることがわかりますので、申請地が２０年以上非農地化していることが確認でき

ます。

４１ページには始末書を添付しています。受付番号８番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の３番井上委員さんから、現地調査の

結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

井上委員「現地も山林化しており耕作するには難しいと思います。現状ではなかな

か昔の耕作にはむいてないかと思いますので、これはもうこんなのはできないとな

ったと思います。」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１０号について説明、意見をい

ただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１０号は原案どおり決するに異議ありません

か。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１０号非農地証明願いによる許可申請について受付

番号６番、７番、８番は原案のとおり決しました。」
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６. 議案第１１号について

議長「議案第１１号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。

事務局に議案の朗読をお願いいたします。」

局長「議案書の４２ページをご覧ください。」

（議案朗読）

議長「それでは、事務局より受付番号２番について説明をお願いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。本件は貸人●●●●さん、借人●●●●さん

で、畑を雑種地に転用するものです。

４３ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問題

はありません。

４４ページには位置図、４５ページに公図を添付しています。申請地は●●●●

●で、●●さん宅の西側に位置しています。

４６ページに現況写真、４７ページに事業計画書を添付しております。１の申請

地の所在等については先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、所有

地の中で、日当たり・面積・形状・傾斜等全てにおいて、適合する場所が、当該地

しかなかったためです。３の転用計画の概要についてですが、隣接の第３者に設置

の承諾を得ており、設置後についても被害を与えることありません。雨水について

は、地下浸透で排水します。４と５については特にありません。

４８ページに平面図、４９ページに横断図を添付しております。

５０ページ５１ページは再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知です。５２

ページ５３ページは太陽光発電の設置に伴う系統連係及び電力需給に関する契約確

認書です。５４ページから５６ページは見積書で、５７ページは共済組合の残高証

明書で、必要資金以上の自己資金を確保しており問題ありません。５８ぺージは賃

貸証明書を添付しております。

受付番号２番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の１番相原委員さんから、現地調査の

結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

相原委員「場所は●●の●●というところで●●●●●から●・●ｋｍ上がったと

ころの場所です。家の西側の梅畑をするということです。他に迷惑がかかることは

ないかと思われます。よろしくお願い致します。」
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議長「ありがとうございました。続いて受付番号３番について事務局から説明をお

願いいたします。」

議長「それでは、事務局より受付番号３番について説明をお願いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。本件は譲渡人●●●●さん、譲受人●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●さんで、畑を雑種地に転用するものです。

５９ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問題

はありません。

６０ページには位置図、６１ページに公図を添付しています。申請地は●●●●

●●で、●●消防詰所の南東側に位置しています。

６２ページに現況写真、６３ページ６４ページに事業計画書を添付しております。

１の申請地の所在等については先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由

は、日照に恵まれていて十分な発電量を見込めること、周辺には民家が点在し、農

地として集団的な利用等のされている地域ではないこと。騒音やほこり等で迷惑を

かけることがないので選択いたしました。３の転用計画の概要についてですが、近

隣の農地や家畜等に被害を及ぼすことの無いように十分に配慮し、万一問題が生じ

た場合は、責任を持って対応します。工事関係者の車両やパネル等の機材の搬入時

には、通行に十分配慮して、安全に工事が完了するように努力します。４の過去５

年間に受けた転用許可状況については、６４ページに記載のとおりで●●●で●件

あります。５のその他参考となる事項では、雨水は自然地下浸透となります。

６５ページに土地利用計画図を添付しております。

６６ページ６７ページは再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定通知で

す。６８ページは太陽光発電の設置に伴う系統連係及び電力需給に関する契約確認

書です。６９ページ７０ページには、法人の履歴事項全部証明書、７１ページから

７７ページには、定款を添付しております。７８ページは百十四銀行の残高証明書

で、必要資金以上の自己資金を確保しており問題ありません。

受付番号３番の説明は以上です。」

議長「ただいまの説明に関連して、担当委員の７番河野委員さんから、現地調査の

結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

河野委員「場所は、消防詰所のすぐ上になっておおります。隣に１軒、家がありま

してそこは許可をもらっているようです。周りの土地がしきび等畑がありますが影

響を及ぼすことはないかと思われます。よろしくお願い致します。」

議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１１号について説明、意見をい
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ただきました。ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ありませんので、議案第１１号は原案どおり決するに異議ありません

か。」

（異議なしの声）

議長「異議がないので、議案第１１号農地法第５条の規定による許可申請について

の受付番号２番３番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付いたしま

す。」

７．議案第１２号について

議長「議案第１２号農地利用最適化推進委員の選任についてを議題とします。それ

では、事務局に議案の朗読、説明をお願いいたします。」

局長「議案書７９ページをご覧下さい。

（議案内容を朗読）

平成３０年５月１６日から６月１５日の間、阿川地区の農地利用最適化推進委員

１名を募集したところ、１名のみの推薦となっております。なお、任期は、承認日

から前任者の残りの期間である平成３２年７月１９日までとなります。

説明は以上です。

議長「ただいま議案第１２号について説明をいただきました。本案件は人事案件の

ため、質疑を省略し、ただちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。」

（異議なしの声）

議長「異議なしと認めます。議案第１２号は原案どおり決するに異議ありません

か。」

（異議なしの声）
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議長「異議がないので議案第１２号農地利用最適化推進委員の選任については原案

どおり決定し、承認することに決しました。

議長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたしま

す。」

（閉会時刻 午後２時４５分）
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この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきことを

証するため署名する。

神山町農業委員会

会 長

２番委員

３番委員


